
 

情報通信審議会 総会の文書による審議の結果について 

（「生産性向上のための ICT 共通基盤の整備（諮問第 11 号）及び「「コンテンツ競争

力強化のための法制度」の在り方」（諮問 12 号）の「情報通信政策部会」への付議） 

 

標記について、総会で緊急に審議を行い、部会に付議するなどの手続きを進める必

要があったことから、情報通信審議会議事規則第二条第三項の規定に基づき、下記の

とおり文書による審議を行った。 

 

記 

 
１ 審議の内容 

総務大臣より諮問のあった「生産性向上のための ICT 共通基盤の整備」（平成 19 年

6 月 11 日 諮問第 11 号）及び「「コンテンツ競争力強化のための法制度」の在り方」

（平成 19 年 6 月 14 日 諮問第 12 号）に関し、各諮問案件を情報通信政策部会に付議

することについて疑義があるかどうか、情報通信審議会委員（29 名）に文書を送付

し回答を求めた。 

 

２ 審議の結果  

  29 名中 28 名の委員より了解する旨の回答を得たことにより、本件は情報通信政策

部会に付議されることとなった。 

 

３ 付議日 

６月 19 日（火） 

 

 

【参考】 

情報通信審議会議事規則 

第二条 

３ 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員に対し文書による審議を行うこ

とを通知し、会議をすることができる。 

  なお、この会議を行った場合は、会長が召集する次の会議に報告しなければならない。 

第十一条 

５ 部会への付議について疑義のあるときは、会長又は分科会長及び関係部会長が協議す

る。 
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